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緊急事態宣言解除に伴う本学犬山キャンパスの対応について（５月１８日掲載） 

 

各 位 

 

名 古 屋 経 済 大 学 

 

５月１４日（木）に緊急事態宣言が解除されたことを受け、本学では学生、教職員および

関係者の感染拡大防止のため行っていた措置を以下のようにします。 

 

【対象期間】：５月１８日（月）～６月１４日（日） 

 

【大学構内への立ち入りについて】 

原則として引き続き登校はせず、メールまたは電話にて相談してください。 

やむを得ず登校する場合は、３つの密（密閉･密集･密接）を避けるため事前に訪問部署に 

連絡・予約のうえ、健康状態をチェックして登校してください。 

今後は、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を具体的に実践しながら学生

生活を送ってください。 

実践例： 

・外出時マスクを着用する。少しでも体調が悪い場合には外出を控える。 

・人が多くいるような場所に行くのは避ける。 

・こまめにうがいや手洗いを行う。 

・食事や睡眠を十分にとり、生活習慣を整えるようにする。 

 など 

 

【クラブ・サークル活動について】 

原則として６月１４日（日）まで活動禁止としますが、特別活動届を提出し、大学が活動

を認めた場合のみ許可します。 

また、外部団体への施設貸出しについては、引き続き禁止とします。 

 

【授業について】 

授業については、実験・実習科目など一部の科目で６月 15 日（月）より登校して実施す

る方向で今後調整を開始する予定です。現在、遠隔方式で行っている授業は引き続き同方式

で行います。 

 



ただし、今後の状況により変更することがありますので本学ホームページにて最新情報を

確認するほか全学生に大学より配った Gmail アドレスに配信される情報をご覧ください。

下宿生は下宿先への帰還準備も始めてください。 

 

上記の対応は、引き続き学生、教職員および関係者の方への感染拡大防止と安全確保のため

の措置となりますのでご理解とご協力をお願いいたします。 


